
【支援対象の生徒が在籍
する専門学校の要件】

・ 生徒への学校独自の授業料等
減免の実施

・ 専門学校が実施する授業料等
負担軽減に関する情報の公開

・ 質保証・向上に関する取組
（学校評価） 等

専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に関する実証研究事業

意欲と能力のある専門学校生が経済的理由により修学を断念することがないよう、専門学校生に対する経済的支援
策について総合的な検討を進めるため、教育機会を確保するための取組、公費投入についての教育的効果の検証
や効果的な修学支援の検証等について実証的な研究を行う。

調査研究機関

都道府県

趣旨・目的

データに基づき、施策
効果等の分析・検証

・ 生活行動の変化分析
・進路実現の分析
・効果的な経済的支援策
の在り方検討 等

専門学校生への修学支援の推進

３.支援効果等に係る基礎データ収集
中途退学や就職内定率等のデータ収集 等

※ 全ての専門学校から基礎データを収集する。

私立専門学校

【経済的支援の要件】

・経済的に修学困難（生活保護
世帯及びそれに準ずる世帯）

・アンケート等への協力

・職業目標達成に向けた講義等
の受講・成果報告

国
（文部科学省）

委託

報告

【実施期間】 平成27年度～29年度
【対 象】 都道府県・調査研究機関

１.専門学校生に対する修学支援

✪修学支援アドバイザーの配置
・財政的生活設計に対する助言
・学生生活相談
・就職相談(特に出身地や学校所在地における就職）
・経済的困難な生徒からの情報収集 等連携

２.専門学校生に対する経済的支援

データ集約

委
託

協力者の
指定・支援 経済的に

修学困難な生徒
（協力者）

平成２７年度予定額 ： ３０５百万円（新規）

資料３

１



経済的支援を実施する上での生徒・専門学校の要件

生徒の経済的要件 生徒が在籍する専門学校の要件

◆次に掲げるいずれかの世帯の生徒であること。

①生活保護世帯の生徒

②市町村民税所得割非課税世帯の生徒

③所得税非課税世帯の生徒

④保護者等の倒産、失職などにより家計の急変
した世帯の生徒

◆次に掲げる要件をすべて満たす専門学校であること。

①私立専修学校専門課程(専門学校)であること

②経済的理由により修学困難な生徒を対象とした授業
料減免を実施していること

③経済的支援の概要等や財務会計に関する書類を公開
していること

④学校評価（自己評価）を実施し、その結果を公表し
ていること 等

学校の減免額
委託費による
支援額

生徒の負担額

20
万

10 
万

70
万

50
万

25
万

25
万

学校の減免額 委託費による支援額 生徒の負担額

70
万

25
万

5
万

学校の減免額 委託費による支援額
委託費による
支援額

学校の減免額 生徒の負担額

生徒にとって
減免される額

学校が減免した額
の２分の１以内の額

支援の対象となる経費

支援金の額は、専門学校が実施した授業料減免額を
基礎として算定した金額の２分の１以内とする。ただ
し、１年間の授業料に充てる支援金の上限額は専門学
校が学則等で定める授業料の４分の１の金額を超えな
いものする。

〔経済的支援の金額及びイメージ図〕
★パターン①

★パターン②

★パターン③ ※授業料の４分の１の金額を超えないという制限がかかるパターン 生徒の
負担額

例：授業料が100万円の場合の想定されるパターン
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（２）対象となる生徒が在籍する学校等の範囲

以下を満たす私立専門学校であること。
① 職業人材の育成を目的とすること
② 経費の適切な執行が担保されていること 等

（３）支援額

学校の設置者が行った授業料等減免額を基礎として算定し
た金額の２分の１以内の額。
ただし、国からの支援額は、学校の設置者が減免を行う前

の授業料等合計金額の４分の１を超えないものとする。

（１）対象となる生徒の範囲

次に掲げるいずれかの世帯の生徒であること。
① 生活保護世帯の生徒（世帯年収約250万円未満程度）
② 市町村民税所得割非課税世帯の生徒

世帯年収約270万円未満程度）
③ 所得税非課税世帯の生徒（世帯年収約330万円未満程度）
④ 保護者等の倒産、失職などにより家計の急変した世帯

の生徒
⑤ 上記①～④の世帯の生徒に準じる経済的に困難な生徒

専門学校生の授業料等負担軽減事業

経済的理由により修学が困難な私立専門学校の生徒の修学上の経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与するため、私立
専門学校が経済的理由により修学が困難な生徒に対して授業料等の一部を減免した場合、国は当該生徒に対し、学校が実施した授
業料等減免額を基礎として算定した金額の一部（２分の１以内）を支援する。

〔参考図〕

（背景）

【教育振興基本計画（平成25年6月14日閣議決定）】(抜粋)

第２部 今後５年間に実施すべき教育上の方策
１７－４ 大学・専門学校等に係る教育費負担軽減
・意欲と能力のある学生等が経済的理由により修学を断念することなく安心
して学べるよう，授業料減免や学生等に対する奨学金などにより，大学・
短期大学生，高等専門学校生，専門学校生等に対する修学支援を推進する。

【経済財政運営と改革の基本方針2014（平成26年6月24日閣議決定）】（抜粋）
第２章 経済再生の進展と中長期の発展に向けた重点課題
１．女性の活躍、教育再生を始めとする人材力の充実・発揮
（２）教育再生の実行とスポーツ・文化芸術の振興
（教育再生)
（略）また、奨学金、授業料減免等の就学支援を推進する。さらに、高度な職業
教育のための専門学校支援を推進する。

平成27年度要求額：471百万円（新規）

国の支援額学校の減免額 生徒の負担額

生徒にとって減免される額
学校が減免した額
の２分の１以内の額

支援の対象となる経費

専門学校生の修学支援の推進

事業の目的・概要

国の支援の対象となる要件等

（参考：概算要求時資料）
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